
  小川町では、新型コロナウイルス感染症によって経済的影響を受け、金融機関等から融資を借り受けた

事業者の方の負担を軽減するため、以下の要件に該当する中小企業者等の皆さんの事業継続を支援する

ために給付金を支給します！（※本支援給付金は、課税の対象となります。） 

小川町新型コロナウイルス感染症による支援策 

小川町中小企業者等事業継続支援給付金 

   ◇ 支給の要件及び対象者 
   
  〇法人の場合           個人事業主の場合 
    町内に本店等を有すること。  主に町内で事業を行っており、主たる事業所等を有すること。 

  〇新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した事業者の方で、以下に該当する新型コロナウイ 

     ルス感染症関連の融資を令和３年４月３０日までに金融機関等から５０万円以上借り受けた事業者 

     □中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定による認定を受けた、埼玉県中小企業制度融資 

        （セーフティネット保証４号融資） 

   □中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定による認定を受けた、埼玉県中小企業制度融資 

        （セーフティネット保証５号融資） 

   □中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定を受けた、埼玉県中小企業制度融資（危機関連保証融資） 

   □日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症対策として行う融資 

   □商工組合中央金庫が新型コロナウイルス感染症対策として行う融資 

 〇令和２年度以前の市区町村民税等に滞納がないこと（徴収猶予等が認められている場合は可） 

 

   ◇ 支給金額   

   ①融資金額が５０万円以上１００万円未満の場合  ５万円 

  ②融資金額が１００万円以上の場合                    １０万円 

※１事業者につき１回限り（複数の融資を受けている場合も同様） 

   ◇ 申請期限 
 

  令和３年５月３１日まで（消印有効）  ※予算額に達し次第、受付は終了となります。 

  ※にぎわい創出課窓口及び郵送にて申請を受付けますが、感染症対策のため、郵送での申請にご協力ください。 

 〒３５５－０３９２ 

比企郡小川町大字大塚５５番地 

小川町役場 にぎわい創出課 企業支援G あて 

小川町中小企業者等事業継続支援給付金書類 在中 

↓切り取って郵送時にお使いください 

申請及びお問合せ 

 小川町役場 にぎわい創出課 

 企業支援グループ 支援給付金担当 

 ℡：０４９３－７２－１２２１（内線２３１、２３２）    

裏面に申請に必要な「提出書類一覧」を記載しています。必ずご確認ください。 

小川町独自 



小川町中小企業者等事業継続支援給付金 

提出書類一覧 

提出書類に不足のないよう、事前にご確認ください。 

①小川町中小企業者等事業継続支援給付金 支給申請書兼誓約書 

 ※申請書の配布先 

  ・小川町役場にぎわい創出課窓口 

  ・小川町商工会窓口 

  上記の他、小川町のホームページからダウンロードができます。 

②新型コロナウイルス感染症対策として、金融機関等から融資を受けたことが分かる書類 

 Ａ 民間金融機関の場合 

   □ 金銭消費貸借契約書 

   □ 信用保証協会が発行する信用保証決定のお知らせ（お客様用）の写し 

          又は信用保証書の写し 

 Ｂ 日本政策金融公庫の場合 

   □ 借用証書の写し 

   □ お支払金額明細書の写し 

 Ｃ 商工組合中央金庫の場合 

   □ 契約書の写し 

   □ 念書の写し（別紙含む） 

   □ 証書貸付実行計算書兼返済予定表の写し 

③給付金の受取口座が確認できるもの 
 Ａ 普通口座の場合 

   □ 名義人（フリガナ含む）・口座番号が分かる部分の写し（通帳を１ページ開いた部分） 

 Ｂ 当座口座の場合 

   □ 上記Ａの預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し 

④小川町内に住所を有しない個人事業主の方のみ 
     □ 市区町村民税等に滞納がないことが確認できる書類（完納証明書、納税証明書等） 

 ※その他、必要に応じ追加で資料の提出を求める場合があります。 

 ※②について、お手元に写し（控え）がない場合は、借入先の金融機関等へ事前に 

  ご相談ください。 

 ※ご不明点等は申請前にお問合せください。 


